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一般社団法人 日本冷凍食品協会
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日本冷凍食品協会の概要と
冷凍食品生産の状況



設 立 ：昭和44年（1969年）

所 在 地 ：〒104-0045  東京都中央区築地3丁目17番9号 TEL 03-3541-3003

会 員 数 ： 448社 （2019年10月1日現在）

会 員 ：冷凍食品製造企業、冷凍機械製造企業、冷凍食品流通販売企業、

賛助会員 ： 冷凍食品製造に関わる事業者（原材料・役務・製造関係設備の供給者）

会 長 ： 伊藤滋（マルハニチロ(株)代表取締役社長)

主要事業

＜広報事業＞

対一般消費者、業務用顧客への啓蒙・普及、媒体等による広報活動

＜品質･技術事業＞

冷凍食品認定制度の運用、品質・安全問題への対応

＜統計調査事業＞

冷凍食品に関する統計、顧客・利用状況に関する調査

＜環境対策事業＞

冷凍食品製造に係わる環境対策の推進

＜会員関係事業＞

情報の提供（定期刊行物、HP）、地区別会員協議会

＜その他＞

行政機関への対応、 部会・研究会による諸活動
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一般社団法人 日本冷凍食品協会の概要



（１） 制度発足の経緯
①協会設立当初より冷凍食品の普及拡大のためには、品質･衛生管理の徹底が不可欠と
の認識があり、設立翌年の1970年、「冷凍食品の品質・衛生についての自主的指導基準」
を策定。この基準に適合した工場を「冷凍食品確認工場」と認定し、この工場で製造され
協会で定めた基準に適合している商品に「認定証」マークを付けることにした。
②平成21年「食の安全・安心」に対する社会の関心の高まりを背景に従来の制度を抜本的に
改定し、第三者認証の仕組みを取り入れて施行した。ISOやHACCPの要素を取り入れ、
基準要求水準を高めた。制度と基準はホームページで公開した。
③平成29年、認定基準を更新。Codex基準のHACCP準拠とし、FSSC22000にも対応させた。

（２） 基本的仕組み
①工場調査を行い、その結果について認定委員会を開催し合否を判定する。4年間の認定
期間が基本だが、調査内容により3年あるいは2年に認定期間を短縮する場合もある。
② 認定期間中は認定工場の定期調査、製品の定期検査を行い、品質・安全性等の基準に
適合していることを確認する。

（３）認定工場数 2019.10.1現在
日本国内 2年工場 ：6 3年工場：40 4年工場：304 合計 350
海外 4年工場：13 地区別内訳 中国：7 タイ：5 台湾：1
合計 2年工場：6 3年工場：40 4年工場：317 合計 363
※会員、準会員でなければ本制度は適用されない
※海外工場は日本冷凍食品企業の子会社、合弁企業に限られる

認定証マーク

冷凍食品認定制度
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(万トン) 冷凍食品国内生産量の推移

畜産物

農産物

水産物

菓子類

調理食品
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2018年の国内生産数量は前年に記録した過去最高160万㌧から微減の159万㌧
（99%)。調理食品は前年横ばいだったが、天候不順による農産品の減産(91%)、水
産品の不振（93%）が微減の主な要因。なお、生産金額は7,154億円(99.8%)で
あった。括弧内の数値はいずれも前年比。

天洋食品事件

過去最高
160万トン
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(万トン) 冷凍食品用途別国内生産量の推移

業務用

家庭用
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2018年は家庭用は69万㌧(104%)と順調に最高を更新したが、業務用は90万㌧（96%)
と大きく前年を割り込んだ。そのため、構成比は43:57と年々家庭用の構成比が
上がっている。なお、金額的には数量と傾向が異なり、家庭用の単価は99%、
業務用は102%となっている。

業務用最高
107万トン

家庭用最高
69万トン
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冷凍食品消費量の推移

調理冷凍食品輸入量

冷凍野菜輸入量

冷凍食品国内生産量

（万トン）
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天候不順による生鮮野菜の不作・値上がりの影響か輸入冷凍野菜が105万㌧
(104%)と2年続けて過去最高を更新。輸入調理品が25万㌧(104%)となり、
国内品との総合計で289万㌧（101%）となり、前年の過去最高を更新。
国民一人当たりの消費量も22.9㎏(0.4㎏増)と、過去最高を更新した。

国内消費
289万t

輸入凍菜
105万ｔ
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改正された食品衛生法の概要



厚労省資料 食衛法改正の概要
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厚労省資料 食衛法改正の概要
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厚労省資料 食衛法改正の概要
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食品の営業規制に関する検討会 取り纏め 抜粋

【冷凍食品製造業の範囲】
○製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、容器包装に入れられた
もののうち、冷凍食品として販売されるもの（清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、
魚肉ねり製品、ゆでだこ、ゆでがにを除く）を製造する営業とする。

○冷凍食品の規格を適用しない、そうざいや菓子等のチルド・凍結流通品の製造に
ついては、それぞれの食品の製造業（そうざい製造業や菓子製造業等）の許可の
対象とする。

○厚生労働省令で定める事業者（｢ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理｣を行う冷凍食品製
造施設）にあっては、食肉、そうざい、菓子（あん類を含む）、めん類、魚介類の
冷凍食品の製造にあたって、これらの食品に必要な営業許可を要しない。
（複合型の冷凍食品製造業）

○冷凍冷蔵倉庫業は、届出の対象とする。

【個別施設基準】
施設は、原料保管室、前処理室、製造室、冷凍室、包装室及び製品保管室を設け
ること。なお、規模に応じて、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて
区画すること。
原料保管室あっては、必要な性能を有する冷蔵又は冷凍設備を設けること。
製造室にあっては、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷、冷却に必要な
設備等を備えること。
冷凍室、製品保管室にあっては、製品を-15℃以下とする性能を有する冷凍
設備を設けること。
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新しい冷凍食品営業許可案

１．改正案の内容
現状の食品の冷凍冷蔵業は、届出業種の「冷凍冷蔵倉庫業」と、許可業種の
「冷凍食品製造業」に分けられる。また、「冷凍食品製造業」の中で、A基準
（HACCPに基づく衛生管理）を実施している事業者は、立入検査により適合性を
確認されれば、「複合型冷凍食品製造業」が認められる。

２．冷凍食品製造業のイメージ

３．複合型の冷凍食品製造業認定のメリット
・ 「国が当該施設はHACCPを実施していると認定」していることを明示できる
・ そうざい製造業やめん類製造業などの営業許可を復取得する必要が無い

冷凍食品製造業
50人未満の施設でB基準実施

複合型冷凍食品製造業
・50人以上の施設（A基準は義務）
・50人未満でもA基準実施

注：人数は、製造従事者
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改正食衛法
HACCP制度化と防虫防鼠
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HACCPに関する条文

廃止された条文
旧第十三、十四条
総合衛生管理製造過程（いわゆるマル総）に関する規程
マル総は廃止される⇒国が認証するHACCP規格はなくなった

今回新たに加えられた条文
第五十条の二
厚生労働大臣は営業（略）の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な
措置（略）について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定める
ものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理
に関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するため
の取組（略）に関すること。

② 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定める
ところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により
定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。



食品衛生管理に関する技術検討会取り纏め 抜粋

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理基準
（施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置（省令））

制度の概要
営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除及びその他公衆衛生
上講ずべき措置は、厚生労働省が定めたガイドラインを踏まえて、都道府県等が
条例で基準を定めているが、今般の改正により、国際標準化という観点から国が
食品衛生法施行規則（昭和23 年厚生省令第23 号）において基準を規定する。
なお、都道府県等は、国が定めた基準に反しない限り、条例で必要な規定を
定めることができる。

〈食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）に基づき
省令で規定する内容の骨子（案）〉
【共通事項】
１．食品衛生責任者等の設置
２．衛生管理計画、手順書の作成及び実施
３．衛生管理計画、手順書の検証及び見直し
４．食品取扱施設等における食品取扱者等に対する教育訓練
５．記録の作成及び保存
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【一般衛生管理事項】
１．施設の衛生管理
２．食品取扱設備等の衛生管理
３．使用水等の管理
４．そ族及び昆虫対策
５．廃棄物および排水の取扱い
６．食品取扱施設等における食品取扱者等の衛生管理
７．検食の実施
８．情報の提供
９．回収・廃棄 １０．運搬 １１．販売

【食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための事項】
１．製品説明書及び製造工程一覧図の作成
２．危害要因の分析
３．重要管理点の決定
４．モニタリング方法の設定
５．改善措置の設定
６．検証方法の設定
７．小規模な営業者及びその他の政令で定める営業者について

食品衛生管理に関する技術検討会取り纏め 抜粋
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４．そ族及び昆虫対策
（１） 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な状態に
保ち、そ族及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の
網戸、トラップ、排水溝の蓋等の設置により、そ族、昆虫の施設内への侵入を
防止すること。

（２） １年に２回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を１年間
保管すること。ただし、建築物において考えられる有効かつ適切な技術の組み
合わせ及びそ族及び昆虫の生息調査結果を踏まえ対策を講ずる等により確実
にその目的が達成できる方法であれば、その施設の状況に応じた方法、頻度で
実施することとしても差し支えない。なお、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、
食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。

（３） 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱いに
十分注意すること。

（４） そ族又は昆虫による汚染防止のため、原材料、製品、包装資材等は容器に
入れ、床又は壁から離して保管すること。一旦開封したものについても蓋付きの
容器に入れる等の汚染防止対策を講じた上で保管すること。

食品衛生管理に関する技術検討会取り纏め 抜粋
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防虫・防鼠のＰＤＣＡ
組織運営のPDCA
業務遂行のPDCA
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Plan

１．防虫・防鼠対策取り組み見直し 工場が実施
１）現状認識
自工場の課題、自工場で出来る事・出来ないことの評価

２）自前で実施するか、専門業者に委託するか
全て自前、部分的に委託、全般的に委託、専門事業者の選択
①全て自前 ： 専門知識を持つ担当者が必要
②部分委託 ： 委託するのは計画、調査、施工、いずれか

事業者の選択、事業者との協業
③全面委託 ： 事業者の選択、事業者との協業

３）どのような仕組み・組織を作るか

２．専門事業者の選択
１）選択要素
①専門知識、②調査能力（現物同定、現場認識）、③分析能力、
④解決能力（提案力）、⑤対応力、⑥機器・資材、⑦費用、・・・・
工場として何を重視するのか

２）協業体制
工場との関係性 両極端の間のどこに置くか
工場から一方的指示 ⇔ 専門事業者にお任せ
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Plan

３．専門事業者による工場調査
１）現状認識、課題把握、
昆虫・鼠族の発生状況だけでなく、工場の防虫・防鼠施策についても評価する
２）分析、改善・解決への施策・方向性の検討

４．工場、専門事業者との協業体制の確立 工場・専門事業者が共同で
１）現状認識と課題の共有
専門事業者による調査報告、工場の認識とのすり合わせ
２）改善・解決への施策・方向性の決定
・ 専門事業者から改善提案 → 工場が実行可能性を評価
・ 実行可能で、効果のある施策の決定
３）協業事項・分担事項の明確化と実施計画
工場 ： 日常管理、モニタリング、施設・設備管理、設備投資
専門事業者 ： 定期巡回、薬剤散布・トラップ設置等、巡回報告、
協業 ： 当日報告会、定期報告会（実施評価、終了策・追加策の検討）
４）工場の組織・仕組み構築と運用
防虫・防鼠チーム、レポートライン（報連相）の確立、品管部門と製造部門の関係
現象・事実・課題を経営者へどのように連絡するのか

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Do－Check

１．工場が実施すべき事項
１）日常的な衛生管理（前提条件管理の実施） 製造部門が実施・評価確認は？
原材料管理、環境管理、清掃、排水、設備管理、・・・

２）工場が行うべき防虫・防鼠管理 品管部門と製造部門どちらがやる？
トラップの捕虫状況、ベイト剤の状況などのモニタリングと評価

３）報告会の開催 品管部門と製造部門は同席が必要
・定期報告書を受けて、事前に内容の評価・確認
・定期的（毎月or各月）に開催

２．専門事業者が実施すべき事項
１）薬剤散布・現場巡回
薬剤の散布やトラップのベイト剤の確認・補給
現場内外の状況を調査・確認し、評価も行う。

２）当日報告
現場巡回中に観察した内容の口頭による報告

３）定期報告書の作成、送付
定期報告会の前に、巡回時確認内容について報告書を作成・送付
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Check－Action 定常時

１．工場側が実施すべき事項
１）専門事業者との意見交換
当日報告会、報告書を基にした定期報告会
現状評価、課題認識、対策の見直し・・・専門事業者とのすり合わせ

２）マネジメントレビューでの現状・課題の共有
経営者への報告、対策の見直し・・・経営者とのすり合わせ

２．専門事業者が実施すべき事項
１）工場との意見交換
当日報告会、報告書を基にした定期報告会
現状評価、課題認識、対策の見直し・・・工場とのすり合わせ
潜在的な問題・課題の指摘

Action－Plan

１．双方で確認すべき内容 見直しについて
工場 ： 日常管理、モニタリング、施設・設備管理、設備投資
専門事業者 ： 定期巡回、薬剤散布・トラップ設置等、巡回報告、
協業 ： 当日報告会、定期報告会（実施評価、終了策・追加策の検討）
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Check 異常発生時の対応

１．工場による異常発生の認知 異常が顕在化
１）昆虫・鼠族が原因のクレーム発生
２）現場内で昆虫・鼠族を、痕跡ではなく実際に目撃
３）原材料の食害を発見
４）昆虫・鼠族の現場侵入を確認
①鼠族の糞・齧り跡・ラットサイン
②モニタリング内容の変化
捕獲数の急増、捕獲内容（昆虫相）の変化

→ 専門事業者に直ちに連絡

２．専門事業者による異常発生の認知 異常は潜在（工場が認知できていない）
１）原材料の食害を発見
２）昆虫・鼠族の現場侵入を確認
①鼠族の糞・齧り跡・ラットサイン
②モニタリング内容の変化
捕獲数の急増、捕獲内容（昆虫相）の変化
③工場調査による発見事項

→ 工場に当日報告で異常の認知
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防虫・防鼠のＰＤＣＡサイクルのステップ

Action 異常発生時の対応

１．工場と専門事業者で緊急対策の立案と実施
１）専門事業者による緊急調査
異常の実態把握、原因追究、

２）緊急対策の策定と実施
・専門事業者の調査報告から対策を提案
・実行可能性と効果予測により対策を決定
３）対策の実施と評価
・それぞれが対策を実施
・対策の評価と見直し・・・適切な期間での評価会議の実施
４）異常の収束確認と定常化への復帰
・異常事態収束の判断と、緊急対策の総括（原因の発生から収束まで）

Action－Plan 定常状態への復帰

１．新しい防虫・防鼠計画の策定
緊急対策の総括を受けて、防虫防鼠計画の見直し

２．見直し後の協業分担体制の確立



ご清聴ありがとうございます
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